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名護市測量及び建設コンサルタント入札参加

資格審査申請書入力手引書（県外業者用）

名護市役所　総務部　工事契約検査課工事・県内 工事・県外
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②入力項目　　  　　   ：申請書の各種様式において、白色で枠取りされている箇所が入力項目になります。

入力の手引き（測量及び建設コンサルタント）

１　基本的な操作方法

①申請書様式の切替 ：名護市ホームページよりダウンロードしたフォルダ内の「Nago_KenGai_Itaku」ファイルにデータ提出
　　　　　　　　　　　　　　　の必要な様式が含まれております。各種様式名別でシートを分けておりますので、「Nago_KenGai_
　　　　　　　　　　　　　　　Itaku」ファイルの画面下のシート名をクリックして入力したい様式へ切り替えて下さい。

２　問い合わせ先　　　　　　　名護市役所　総務部　工事契約検査課　工事契約検査係　0980-53-1212（内線　255/189）

③入力文字の書式　  ：基本的には「全角入力」とし、英数字の他、記号等については「半角入力」とします。また、その他
                                 項目別で入力方法の 指定がある場合、入力欄をクリックしますとメッセージが表示されますので、
　　　　　　　　　　　　　　　その内容に従って入力して下さい。

③このようなメッセージが表

示されるので、それぞれ入力

欄のメッセージ内容に従って

入力して下さい。

①この欄に各種様式名が記

載されているため、入力した

い様式名をクリックして画面

を切り替えて下さい。
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⑥この入力欄は、入札参加登録を希望する業種の選択及び過去２年間の業務実績について入力します。
　　・「参加希望」欄について、名護市の入札参加登録を希望する業種に「１」を入力してください。
　　・「業務実績」欄について、入札参加登録を希望する業種において過去２年間で業務実績を有する場合、「１」を入力してください。

この様式は、「商号」、「住所」及び「代表者」等、申請者の基本情報を入力するものです。入力については下記事項及び入力欄コメントに従い行って下さい。

④フリーメール（例：○○○@yahoo.co.jp）及び携帯アドレス（例：○○@ezweb.ne.jp）は記入しないでください。現在本市では電子メールにより指名通知情報の配信
を行っています。そのため、確実に受信確認ができるメールアドレスを記入してください。

⑤この枠内は名護市の入札・契約を管轄する「受任者営業所」に関する入力欄です。名護市の入札・契約に関する権限を委任された営業所を設置されて
　　ない場合、及び名護市の入札・契約は本社にて履行する場合は入力する必要はございません。入力方法については上記①～④と同様。

　　※入札参加登録を希望する業種において、過去２年間に業務実績がない場合は登録することが出来ません。

①「受付番号」欄には、名護市から事前に指定された受付番号を入力してください。（別紙「受付番号確認表」参照。新規申請業者は空欄で提出してください。）

【業者基本情報入力表】

②「商号又は名称」欄は、法人格の種類を表す名称については省略せずに入力してください。また法人格の種類を表す名称と社名の間には全角スペースを
　　入力して下さい。
　　「ふりがな」欄については、法人格の種類を表す名称のふりがなは入力せず、社名のふりがなのみ入力して下さい。

③「所在地入力」欄は、都道府県名から始め、市・区・字・丁目等の間はスペースを空けず、数字は半角で入力して下さい。また、丁目・番・号・番地等は省略せ
　　ず、登記簿謄本等に記載された住所を入力して下さい。
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※提出日現在において、測量及び建設コンサルタント業に従事する常勤の技術職員の人数を、保有する資格の種類別で入力して下さい。
　　１人の技術職員が申告出来る資格の数に制限はありません。ただし、１人の技術職員が同一資格の級違い（例：建築士の１級・２級）を保有している
　　場合、上位の級のみ入力して下さい。

⑦「登録の有無」欄については、下記による業者(事務所)登録を受けている場合は、該当する項目に「１」を入力してください。
建設コンサルタント：建設コンサルタント登録規程に基づく建設コンサルタント登録
建      築      士 ：建築士法に基づく建築士事務所登録
測               量 ：測量法に基づく測量業者登録
地   質   調   査 ：地質調査業者登録規程に基づく地質調査業者登録

計               量   ：計量法に基づく計量証明事業者登録

必要事項の入力及び確認作業が完了しましたら、「Nago_KenGai_Itaku」ファイルを保存し、申請フォームに添付してください。

※「技術者数入力表(技術士・RCCM)」も上記と同様に技術職員の人数を入力してください。

【全項目入力終了後】

【技術者数入力表】（土木施工～港湾海洋調査士）及び（技術士・RCCM）共通

この様式は、提出日現在の「測量及び建設コンサルタント業に従事する常勤の技術職員数」について入力するものです。

補償コンサルタント：補償コンサルタント登録規程に基づく補償コンサルタント登録
土地家屋調査士   ：土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士登録
不  動  産  鑑  定 ：不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑定業者登録
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